
自治会連合会理事会（７月）会議報告 

 
日 時 令和５年７月２０日（木）午後２時～ 

場 所 市役所３階 ３Ｂ会議室 
 
１ あいさつ                              
 
２ 議  題 
 (1) 市等協議事項 
  ①地域安全ニュース及び自転車の安全運転について【回覧】 
   ・依然として駅前の駐輪場における無施錠の自転車が多く自転車盗が増えている。
   ・空き巣も頻発しているため、出かける際は施錠の徹底をお願いしたい。 
   ・中国人が中国人を騙す詐欺が増えている。 
   ・自転車の安全運転啓発のための自転車安全利用五則を掲載したので、確認いただ 

きたい。 

【質疑応答】 
 Ｑ：中学生の通学においてヘルメットを着用していない生徒を多く見かけるが、 

教育委員会としての周知はしているのか。 
    Ａ：毎年新１年生を対象に実施している交通安全教室にて周知を図るとともに、 

秋の交通安全運動期間を通じてヘルメット着用推進に向けたアンケートを行 
い、周知の徹底に努めていく。 

      （伊勢原警察署生活安全課 金子係長） 
  （市民協働課交通防犯対策係 石井係長） 

 
②-1 ９月 18 日（月祝）「第１回いせはらオレンジフェスタ」の開催について【回覧】 
 ・認知症について正しく理解してもらうことを目的として初めて開催するイベント。 
 ・９月 18 日（月祝）にシティプラザで実施。公共交通機関を利用してお越しいた 

だきたい。 
   ・事前予約が必要な内容のものもあるため、確認の上ご参加いただきたい。 

【質疑応答】 
 Ｑ：予約の定員はどうなっているのか。 

    Ａ：「認知症サポーターステップアップ研修」は 80 名、「ＶＲ認知症体験」は 
各回 30 名ずつ、「親子向け認知症サポーター養成」は 30 名となっている。 

 （介護高齢課高齢者支援担当 山崎主任主事） 
 

-2 令和５年度敬老事業助成金交付申請書等の提出について【依頼】 
・各地区定例会に出席して詳細をお伝えさせていただく。その際に対象者の名簿を 
配付させていただく。 

   ・８月 10 日（木）までに申請書のご提出をいただきたい。 

【質疑応答】 
 Ｑ：申請書について電子データでの対応はできないのか。 

    Ａ：現時点では想定していなかったため、今後の課題とさせていただきたい。  
（介護高齢課高齢者支援担当 稲葉係長） 

 
  ③令和６年度コミュニティ助成事業「地域防災組織育成事業」の募集について【周知】 

・８月３１日までにお申込みいただき、複数の申込みがあった際には抽選会を実施
する。 

・市民協働課所管のコミュニティ助成事業と併願は行うことができないため、ご注 
意いただきたい。 

（危機管理課 相原係長） 



  ④-1 第９２回市民総ぐるみ大清掃の開催について【回覧】 
   ・日時は９月 10 日（日）の午前８時から午前９時まで。 
   ・使用するごみ袋は７月 26 日から 28 日に各自治会衛生員に配付させていただく。 

   ・昨年からの変更点として、可燃ごみの袋が無地となり、不燃物の収集を次回の 
不燃収集日とさせていただく。 

   ・昨年度は清掃作業中に事故が発生したため、斜面等の危険箇所は避ける等、ご注 
意いただきたい。 

   ・昨年度実施したアンケートでは、実施を年１回にすべきという意見が全体の 59％ 
を占めていたが、その理由の大半が「市が言うのであれば」等の消極的な理由で 
あったこと及び地域コミュニティの活性化につながっているという意見もあった 
ことから、衛生委員会の中で年２回のままとすることに決定させていただいた。 

【質疑応答】 
 Ｑ：不燃物の回収日が変更となった理由はなにか。 

    Ａ：可燃ごみ回収に時間を要すこと及び全体として量が少ないことを鑑み、 
次回の収集日に行うこととさせていただいた。 

Ｑ：収集日を次回としても当日に置かれてしまうことが想定されるがどのように 
対応するのか。 

Ａ：パトロール等を実施しながら、場合によっては随時回収等の対応をさせていた 
だく。 

Ｑ：実施回数について、アンケートでは多数が年１回にすべきという回答であっ 
たにも関わらず、年２回としている理由は何か。 

Ａ：年１回にすべきという意見の理由が「市が言うのであれば」等の消極的な理 
由が大半であったこと及び地域コミュニティの活性化につながっているとい 
う意見を鑑みて年２回のままという判断を衛生委員会でさせていただいた。 

 
-2 伊勢原市清掃美化審議会委員の推薦について【依頼】 
・清掃に関する制度の改善整備その他清掃美化に関する対策について調査審議を行

っている。 
・自治会連合会から１名の推薦をいただきたい。 
→協議の結果、市川理事を推薦することとなった。         

（清掃リサイクル課 曲本課長） 
 
  ⑤伊勢原市木造住宅耐震改修工事等補助制度の周知について【回覧】 
   ・木造住宅の所有者が行う耐震改修工事に対して補助を行うもの。 
   ・対象となる住宅は、木造２階建てかつ昭和５６年５月３１日以前に着工したもの 

で、ご自身で保有・居住していることが条件となる。 
   ・耐震診断は１０万円、耐震改修工事は５０万円、除却工事は２５万円が補助上限 

額となっている。   
（建築住宅課営繕担当 畠山担当課長） 

 
  ⑥-1 「平和を祈念するパネル展示」について【回覧】 
   ・恒久平和・核兵器廃絶への理解を深めていただくため、８月２５日（金）から 

２７日（日）に市民文化会館展示室にてパネル展示を実施する。 
   ・広島市立基町高等学校と被爆者との共同制作の原爆の絵の複製原画をお借りして 

展示する。 
   ・また、平和作文優秀者の表彰も２７日（日）に行う予定。 
          

-2 令和６年度コミュニティ助成事業「一般コミュニティ助成・コミュニティセンタ 
ー助成」の募集について【周知】 

・自治総合センターの事業であり、コミュニティ活動に直接必要な設備等の整備に



関する事業である一般コミュニティ助成事業と、自治会の集会施設の建設に関す
る事業であるコミュニティセンター助成事業がある。 

・令和６年度の実施についてはまだ通知がされていないため、事業が実施されない

    ことや変更が生じる可能性があることについてご承知おきいただきたい。 
・申請を希望する場合は、市民協働課へご相談いただければ、その際に申請書類を
お渡しする。 

・申請期限は９月２２日（金）までとなっている。 
 
-3 令和６年度地域集会所等設置補助金の要望について【周知】 
・市独自の補助制度であり、集会所の新築、増改築、補修、借地料、借家料に対し
て補助するもの。 

・令和６年度中に確実に事業が実施できるものに限られることから、過去の工事に
対して補助されるものではないためご注意いただきたい。こちらも申請を希望す
る場合は、市民協働課へご相談いただければ、その際に申請書類をお渡しする。 

・申請期限は９月２９日（金）までとなっている。 

（市民協働課 久保田課長） 
 

(2) 連合会協議事項 
  ①令和５年度自治会長研修会アンケートの結果について 
  ②地区自治会活動費・単位自治会活動費について            
   ７月２８日（金）に指定口座へ振り込み予定。 

地区代表者及び自治会長へ交付通知を配布。 
  ③自治会長手引きの改訂について 

 
３ 意見交換                              
 
４ そ の 他 

①理事研修について                         
   令和５年７月 20 日（木）午後３時３０分～午後５時 30 分 
   ■中日本高速道路（株）伊勢原保全・サービスセンター視察           

②次回理事会 ８月１８日（金）午後２時～ 市役所３階 ３Ａ会議室 
③地区定例会の日程確認 

 
５ 閉  会                              


